
（ただし、本予算議決後は令和9年3月31日までとする。）

設
　
計

精
　
算

起工番号　： 環総委第　1　号 工期    ： 契約締結の翌日から令和8年6月30日まで

当初設計書

令和08年04月01日 公共

事業名　　： 中間処理施設環境整備事業 諸経費率： 公共 令和08年04月01日

会計年度　： 令和 8 年度 単価世代：

工事名    ： 宮ノ陣校区八丁島除草業務委託

設計部課名： 環境部建設課

工事場所  ： 久留米市 宮ノ陣町八丁島　地内

（当初設計）

設

計

の

概

要

機械除草（肩掛式）　　　　　　　　　　一式
刈草集積・積込運搬　　　　　　　　　　一式
刈草処分　　　　　　　　　　　　　　　一式
交通誘導員　　　　　　　　　　　　　　一式



宮ノ陣校区八丁島除草業務委託

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

道路維持工事

  

  1    式

    除草（第1回）
    1    式

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 

        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護無
        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 9.8  百m2 Ｐ   1 号

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 
        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護有

        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 2.7  百m2 Ｐ   2 号

      刈草処分費
        宮ノ陣クリーンセンター　0.4kg/m2

        1,250    m2 単   1 号

    除草（第2回）

    1    式

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 
        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護無

        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 9.8  百m2 Ｐ   1 号

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 
        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護有
        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 2.7  百m2 Ｐ   2 号

      刈草処分費

        宮ノ陣クリーンセンター　0.4kg/m2

        1,250    m2 単   1 号

    除草（第3回）
    1    式

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 
        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護無

        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 9.8  百m2 Ｐ   1 号

      機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 
        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 飛び石防護有
        運搬距離6.5km以下 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 2.7  百m2 Ｐ   2 号

久留米市
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宮ノ陣校区八丁島除草業務委託

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

      刈草処分費

        宮ノ陣クリーンセンター　0.4kg/m2

        1,250    m2 単   1 号

    交通誘導警備員
    1    式

      交通誘導警備員Ｂ

  
        12    人日 施   1 号

直接工事費計
  

  

共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分
  

1    式

純工事費
  

1    式

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  
1    式

  一般管理費等
  

1    式

工事価格
  

1    式

久留米市
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宮ノ陣校区八丁島除草業務委託

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

  消費税等相当額

  

1    式
合計

  

久留米市

3
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明細単価番号 基           準



 

仕 様 書 

第 １ 節  一般事項 

   １（適用） 

     この仕様書は、宮ノ陣校区八丁島除草業務委託契約に適用する。 

 

   ２（軽微な変更） 

     契約書及び仕様書に定める範囲内での軽微な変更又は、業務施工上当然必要な 

ものについては発注者の指示に従い、受注者において異議なく施工するものとす

る。 

 

   ３（疑義の委任） 

     この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合又は、仕様書に定めない管 

理業務の細目については、発注者の指示に従うものとする。 

 

第 ２ 節  報告書の提出 

   １（業務報告書） 

     受注者（又は現場責任者）は、常に現場の状況を把握し、発注者との連絡を密に

して業務の進展を図るとともに、災害防止その他管理上必要な処置等については、

発注者の指示を受け適切な業務の執行にあたるものとする。又、管理業務を実施

したときは遅滞なく報告書を提出するものとする。 

  

第 ３ 節  施 工 

   １（技術基準）  

     受託業務の施工に際しては、「委託作業技術基準」に基づき実施し、技術基準に

定めないものについては、発注者の指示を受けるものとする。 

 

第 ４ 節  安全管理 

   １（安全一般） 

     受注者は常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害防止に努めるとともに

関連法令を遵守する。 

 

    ２（交通及び保安上の処置） 

      受注者は作業中、交通の妨害、その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないようにし交

通及び保安上十分な注意を行うものとする。 

 

   ３（事故防止及び事故処置） 

     受注者は業務の実施に関連して、事故防止のための必要な処置を講じなければな

らない。もし事故が発生したときは、応急処置を講ずるとともに事故発生原因、



経過及び被害の内容等について、ただちに発注者に報告しなければならない。 

 

   ４（施設・樹木等の損傷） 

     受注者は作業実施にあたり、施設・樹木等を損傷しないように十分注意して行う。 

万一損傷した場合は受注者の負担で原型に復する。又、損傷を発見した場合は速や

かにその状況を発注者に報告するものとする。 

 

   ５（現場の整頓・後片付け） 

     受注者は機械器具、不要土砂、刈草等を交通及び安全上の障害とならないように 

使用の都度整理しなければならない。又、業務の完了と同時に速やかに不用材料 

を整理し、仮設物を搬出して現場を清掃するものとする。 

 

   ６（災害時の連絡及び巡回体制） 

     受注者は災害が発生した場合の緊急時には、巡回を行い利用者の安全を確保しそ 

の状況を速やかに発注者に報告するものとする。又、昼夜問わず連絡及び巡回 

ができるような体制の確立を図っておくものとする。 

 

 

第 ５ 節  暴力団排除に関する事項 

受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）暴力団からの不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督

員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに

発注者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

（３）排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速や

かに発注者と工程に関する協議を行うこと。 

 

第 ６ 節  その他 

   １（遵守事項） 

業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 

２５年法律第６５号）を遵守するとともに、発注者の取り扱いに準じて、障害者に 

対する合理的配慮の提供をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



委 託 作 業 技 術 基 準 

１． 除草 

    

（１）作業は、機械式除草の肩掛け式とし、除草作業中は通行人、車両等に十分注意し、一

般の交通に支障がないようにすること。また公衆に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

  （２）作業時間は、原則として、月曜日から金曜日の８時半より１７時までの範囲とする。 

  （３）作業上障害となるものは除去し、周囲に飛散しないようにする。 

  （４）刈草については集草の上、処分を行うこと。 

  （５）刈払いは根元の上部３～５ｃｍで行い、刈りむらのないように均一に刈込むこと。 

  （６）委託期間中は、指定場所の除草について３回行うものとする。それぞれの除草につい 

ては、次の時期を基本とし、天候その他やむを得ない理由等により変更が必要な場合は、 

別途協議を行うものとする。 

     １回目 ５月中旬～５月下旬 

     ２回目 ８月上旬～８月中旬 

     ３回目 １０月上旬～１０中旬 

 

  （７）業務により生じた事業系一般廃棄物については、事業者自ら若しくは久留米市事業系

一般廃棄物収集運搬の許可業者が、久留米市のごみ処理施設（宮ノ陣クリーンセンタ

ー・上津クリーンセンター）に搬入し、適切に処理を行うこと。（※集草部分のみ） 

 

２．その他 

  本作業技術基準の定めのないものは、発注者の指示によるものとする。 
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展開図

業 務 名

展開図

業務箇所

図面名称

縮　　尺 図面番号S=Free

久留米市宮ノ陣町八丁島　地内

久留米市　環境部　建設課

1 ／ 1

工事年度

事 業 名

令和８年度

中間処理施設地域環境整備事業

宮ノ陣校区八丁島除草業務委託

No. 計　算　式 面積(ｍ2)

1 (　4.30　+　6.30　)　×　1/2　×　 6.20 32.86 

2 (　6.30　+　4.70　)　×　1/2　×　13.80 75.90 

3 (　4.70　+　2.40　)　×　1/2　×　20.00 71.00 

4 (　2.40　+　0.00　)　×　1/2　×　 9.50 11.40 

合　計 191.16 

No. 計　算　式 面積(ｍ2)

1 (　1.00　+　3.00　)　×　1/2　×　20.00 40.00 

2 (　3.00　+　5.80　)　×　1/2　×　20.00 88.00 

3 (　5.80　+　6.70　)　×　1/2　×　20.00 125.00 

4 (　6.70　+　7.00　)　×　1/2　×　20.00 137.00 

5 (　7.00　+　5.30　)　×　1/2　×　20.00 123.00 

6 (　5.30　+　4.50　)　×　1/2　×　20.00 98.00 

7 (　4.50　+　5.00　)　×　1/2　×　20.00 95.00 

8 (　5.00　+　4.50　)　×　1/2　×　20.00 95.00 

9 (　4.50　+　5.00　)　×　1/2　×　20.00 95.00 

10 (　5.00　+　4.00　)　×　1/2　×　20.00 90.00 

11 (　4.00　+　4.00　)　×　1/2　×　18.60 74.40 

合　計 1060.40 
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